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システムの設定誤りによる高額介護サービス費の支給誤りについて 

 

 

介護保険では、介護サービス費の１月当たりの自己負担額の合計が、所得区分に応じ

た一定の上限額を超えた場合、その超えた額を「高額介護サービス費」として支給して

います。 

この高額介護サービス費について、システムの設定に誤りがあり、過大又は過少に支

給していたことが判明しました。 

対象となる皆様にお詫びし、返還のお願い又は追加支給を行うとともに、今後は再発

防止に取り組んでまいります。 

 

１ 経緯 

令和６年１０月下旬に介護保険システム保守業者から、他都市で高額介護サービス

費の支給について過大又は過少に支給している事例があるとの連絡を受け、同じ介護

保険システムを使用している本市においても確認したところ同様のシステムの設定

誤りが見つかったものです。 

原因は、令和３年度の制度改正に伴うシステム改修時に設定を誤ったもので、具体

的には、税の修正申告をされた方の一部について、修正申告の内容が正しく反映され

ず高額介護サービス費の金額を誤って過大又は過少に支給していたというものです。 

 

２ 返還及び追加支給の期間、対象者数、金額 

（１） 対象期間 令和３年８月から令和６年７月までのサービス利用分 

 

（２） 返還（過払いの返還請求） 

・対象者数：２５人  ・金額：７，５６２，２０６円 

  （最小：６，９９８円 ～ 最大：５８３，２００円） 

 

（３） 追加支給 

・対象者数： １人  ・金額：  ２１０，６１５円 

 

３ 今後の対応 

対象となる方にお詫び、経緯の説明及び手続き等についてお知らせし、手続きが完

了した方から順次、返還額の収納又は追加支給を行ってまいります。 

           

４ 再発防止策 

  システムを改修する際は支給要件や算定式の確認を徹底するとともに、システム

保守業者に対して、内部チェック体制の確保を行い、適正な保守業務が実施できる体

制を求めていくこととします。 
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